
　　　　　　　　　※必ず事前に電話予約の上、受診してください。

Ｒ５．４月版

[月・火・水・金曜日]

午前8時30分～12時

午後4時～6時30分

[木・土曜日]

午前8時30分～12時

[月・火・水・金曜日]

午後3時～6時

[月～金曜日]

午前8時30分～午後6時30分

[土曜日]

午前8時30分～12時

[水・金曜日]

午前９時～１２時

(受付：午前８時～１１時)

[月・火・水・金曜日]

午前9時～12時30分

午後3時～6時30分

[木・土曜日]

午前9時～12時30分

[月～金曜日]

午前８時30分～12時30分

午後２時～6時

[土曜日]

午前８時30分～12時30分

[月・火・水・金曜日]

午前８時30分～12時30分

午後3時～6時30分

[木・土曜日]

午前８時30分～12時30分

【知ってるようで、知らない予防接種のおはなし】

１）『△歳に達した時』の考え方

年齢は出生の日から起算され、期間はその末日の終了をもって満了するため、翌年の誕生日の
前日（24時）に1歳年をとると考えます。
例えば、平成25年4月1日生まれの人であれば、平成26年3月31日（24時）に1歳に達したと考えます。

２）『△歳未満』の考え方

誕生日の前日（24時）に1歳年をとると考えますので、平成25年4月1日生まれの人であれば、
『1歳未満まで接種可能』と言った場合、『平成26年3月3１日まで接種可能』という意味になります。
※『△歳以上』の考え方では、被接種者の都合を考慮して、厳密には接種対象年齢には達していない
　時間帯も含めて、3月31日の丸一日を接種可能日としました。一方、『△歳未満』の考え方では、
　厳密に前日（24時）に1歳年をとると考えて、 3月31日24時に至るまでは接種可能とするものです。
　

３)予防接種の間隔の数え方に注意しましょう。

民法により、接種した当日は０日目と数えることになっています。よって翌日を１日目と数えます。
〔例 ： １月１日に四種混合を接種すると（０日目）、次のワクチンは１月８日には、接種できます。（７日目）〕 
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※おぐら整形外科医院では子どもの定期接種の取扱いワクチンはありません。

８２－１３２６● ● ●●● ●矢掛病院 ●


